
【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 平成23年12月28日提出

【発行者名】 新光投信株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　椛嶋　文雄

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目17番10号

【事務連絡者氏名】 大澤　団

連絡場所：東京都中央区日本橋一丁目17番10号

【電話番号】 03－3277－1818

【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益

証券に係るファンドの名称】

みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択

型）円コース

みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択

型）米ドルコース

みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択

型）豪ドルコース

みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択

型）ブラジルレアルコース

みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択

型）ロシアルーブルコース

みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択

型）インドルピーコース

みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択

型）中国元コース

みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択

型）南アフリカランドコース

みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択

型）マネープールファンド

【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益

証券の金額】

各１兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成23年１月12日付をもって提出した有価証券届出書（平成23年４月13日、平成23年７月８日お

よび平成23年８月22日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。以下「原

届出書」といいます。）の記載事項のうち、「第二部　ファンド情報」に訂正すべき事項があります

ので、これを訂正するものです。

Ⅱ【訂正の内容】

（1）　原届出書の下記事項のうち以下に記載した箇所を、＜訂正前＞の内容から＜訂正後＞の内容に

訂正します。

           部分は、訂正部分を示します。
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第二部　【ファンド情報】

第１　【ファンドの状況】

４【手数料等及び税金】

＜訂正前＞

（略）

（注）個人受益者と法人受益者とでは税制が異なります。

平成23年12月31日までの間は、公募株式投資信託の収益分配時・解約時・償還時にかかる税

金について、軽減税率が適用されます。

（略）

（5）【課税上の取扱い】

各ファンド共通

ａ．個人の受益者の場合

（イ）収益分配金の取り扱い

収益分配金のうち課税対象となる普通分配金については、配当所得として課税され、平成

23年12月31日までは10％（所得税７％および地方税３％）の税率で源泉徴収されます。な

お、特別分配金は課税されません。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税のいずれかを選

択することもできます。また、特定口座（源泉徴収あり）の利用も可能です。

（ロ）一部解約金・償還金の取り扱い

一部解約時および償還時の譲渡益（解約価額または償還価額から取得費（申込手数料

（税込）を含みます。）を控除した額）については、譲渡所得とみなされ、平成23年12月31日

までは10％（所得税７％および地方税３％）の税率による申告分離課税が適用されます。な

お、特定口座（源泉徴収あり）においては、10％（所得税７％および地方税３％）の税率で

源泉徴収されます。

※上記（イ）および（ロ）の10％（所得税７％および地方税３％）の税率は、平成24年１月１

日より、20％（所得税15％および地方税５％）となる予定です。

（略）

ｂ．法人の受益者の場合

平成23年12月31日までの間は、収益分配金のうち課税対象となる普通分配金および一部解約

金・償還金の個別元本超過額については、７％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。な

お、特別分配金は課税されません。

また、上記の税率は平成24年１月１日より、15％（所得税のみ）となる予定です。

（略）

＜訂正後＞

（略）

（注）個人受益者と法人受益者とでは税制が異なります。

平成25年12月31日までの間は、公募株式投資信託の収益分配時・解約時・償還時にかかる税

金について、軽減税率が適用されます。

（略）

（5）【課税上の取扱い】

各ファンド共通

ａ．個人の受益者の場合

（イ）収益分配金の取り扱い

収益分配金のうち課税対象となる普通分配金については、配当所得として課税され、平成

25年12月31日までは10％（所得税７％および地方税３％）の税率で源泉徴収されます。な
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お、特別分配金は課税されません。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税のいずれかを選

択することもできます。また、特定口座（源泉徴収あり）の利用も可能です。

（ロ）一部解約金・償還金の取り扱い

一部解約時および償還時の譲渡益（解約価額または償還価額から取得費（申込手数料

（税込）を含みます。）を控除した額）については、譲渡所得とみなされ、平成25年12月31日

までは10％（所得税７％および地方税３％）の税率による申告分離課税が適用されます。な

お、特定口座（源泉徴収あり）においては、10％（所得税７％および地方税３％）の税率で

源泉徴収されます。

※上記（イ）および（ロ）の10％（所得税７％および地方税３％）の税率は、平成26年１月１

日より、20％（所得税15％および地方税５％）となる予定です。

（略）

ｂ．法人の受益者の場合

平成25年12月31日までの間は、収益分配金のうち課税対象となる普通分配金および一部解約

金・償還金の個別元本超過額については、７％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。な

お、特別分配金は課税されません。

また、上記の税率は平成26年１月１日より、15％（所得税のみ）となる予定です。

（略）
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